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について（市町村分）
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平成２０年度の普通交付税が８月１５日に決定された。

普通交付税は、地方交付税法第１０条第３項の規定に

より、遅くとも毎年８月末日までに決定することと

されているが、例年７月中に決定されていた。今年

度は地方交付税法等の一部を改正する法律が４月３０

日に公布施行されたことを受け、８月中旬の決定と

なったものである。

＜全国の状況＞

今年度の普通交付税の総額は１４兆４,８１６億円で、う

ち市町村分が６兆４,６７５億円、道府県分が８兆１４１億

円であり、昨年度と比較すると、１,９１３億円、１.３％

の増（市町村分２,３７５億円、３.８％の増、道府県分△

４６２億円、０.６％の減）となっている。

なお、平成１３年度から、財源不足額の補てん措置

として、従来の交付税特別会計の借入金方式に替え

て臨時財政対策債を発行することとされており、基

準財政需要額の一部が臨時財政対策債に振り替えら

れているが、今年度はその金額が２兆８,３３２億円と昨

年度と比べ７.７％の増となっている。

したがって、地方交付税総額（特別交付税を含む）

１５兆４,０６１億円と臨時財政対策債総額２兆８,３３２億円

を合算した実質的な交付税額は１８兆２,３９３億円で、昨

年度に比べ２.３％の増となっている。

基準財政需要額（市町村分については、一般算定

と合併算定替を単純に合算したものによる。以下、

基準財政収入額についても同じ。）では、「包括算定

経費」は、市町村分が３兆２,９８６億円、道府県分が１

兆５,６６５億円で、昨年度と比較して市町村分が２.５％

の減、道府県分が３.１％の減となっている。また、

「個別算定経費」は、市町村分が１７兆６,９１７億円、道

府県分が１７兆９,２７１億円で、昨年度と比較して市町村

分が０.７％の減、道府県分が０.５％の増となっている。

これは給与関係経費、投資的経費等が抑制されてい

ることを受けて減少している一方で、後期高齢者医

療制度の施行に伴う事業費、後期高齢者医療給付費

の増（道府県分の需要の増加のほうが大きい）や障

害者自立支援給付費負担金の増等の要因によるもの

である。

公債費については、市町村分が２兆７,３１４億円で昨

年度比７.４％の増、道府県分が２兆９,１４１億円で３.９％

の増となっている。

今年度から創設された地方再生対策費は、市町村

が地方再生の取組の主な役割を担うことを考慮して、

道府県分が１,５０４億円、市町村分が２,５０４億円となっ

ている（地方再生対策費の詳細については後述）。

また、臨時財政対策債振替額は、市町村分が１兆

２,３１６億円で６.３％の減、道府県分が１兆６,０１６億円で

２１.８％の増となっている。これは、通常分が減少す

る一方で、地方再生対策費見合いの臨時財政対策債

をすべて道府県が発行することとしたことによる。

その結果、臨時財政対策債振替後の基準財政需要額

は、市町村分で２２兆７,４０５億円、昨年度比１.４％増、

道府県分で２０兆９,５６５億円、昨年度比０.１％増となっ

ている。

基準財政収入額では、市町村分が１７兆７,１３６億円で

昨年度に比べ０.３％の増、道府県分が１３兆８,１８２億円で

１.１％の増となっている。これは、道府県分、市町村

分ともに減収補てん特例交付金の創設によるものの

ほか、市町村分においては固定資産税の増、道府県

分においては道府県民税所得割の増によるものであ

る。

その結果、交付基準額は、市町村分で昨年度比３.８％

増の６兆４,９５３億円、道府県分で０.６％減の８兆４３７

億円となっている。また、今年度の道府県分と市町

村分の配分割合は、道府県分５５.３％、市町村分４４.７％

となり、昨年度に比べて市町村分に１.１ポイントシフ

トした。（第１表）

不交付団体の数は、都道府県では、昨年度と同様

に２団体（東京都・愛知県）、市町村では１７７団体で、

市町村については交付から不交付になったものが６

団体、不交付から交付となったものが１５団体で、結

果９団体減少している。

調整率については、０.００１６２０８９８と決定され、そ

の影響額は５７４億６０百万円となった。（第２表）

なお、府内市町村（大阪市・堺市含む。以下同じ。）

の影響額は２１億５８百万円であった。

＜府内の状況＞

府内市町村の決定総額は１,７５９億８６百万円で、昨

Ⅰ 決定（当初算定）の概要
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年度と比べると６５億７９百万円、３.９％増となった。

不交付団体数は、昨年度と同じく５団体となった。

また、これらの不交付団体の財源超過額は、１１７億

９４百万円であり、昨年度と比べて８億２１百万円、７.５％

の増となった。（第３表・第４表）

基準財政需要額については、給与費の減や投資的

経費の縮減もあり、個別算定経費は昨年度比で１.５％

の減（全国市町村は０.７％の減）、包括算定経費は昨

年度比で２.６％の減（全国市町村は２.５％の減）とな

っている。

公債費については、「臨時財政対策債償還費」、「公

害防止事業債償還費」などが増加したことにより

６.９％の増となった（全国市町村は７.４％の増）。「公

害防止事業債償還費」の増は、公害防止計画の改定

に伴い、一部市町が公害防止区域から外れたことに

より、公害防止事業債償還費から控除されていた下

水道資本費平準化債の当該年度同意等見込額が、下

水道費の事業費補正において控除されることとなっ

たのが、主な要因である。

この結果、基準財政需要額は、臨時財政対策債振

替前比較で０.３％減（全国市町村は０.９％増）、振替

後で０.１％の増となった（全国市町村は１.４％の増）。

一方、基準財政収入額では、減収補てん特例交付

金の創設によるものや利子割交付金の大幅な増のほ

か、固定資産税が増となったものの、法人税割や地

方消費税交付金の減、また、自動車取得税交付金の

大幅な減に伴って、総額では０.３％の減となっている

（全国市町村０.３％の増）。全国市町村が増となる中で

府内市町村が減となったのは、基準財政収入額に占

める割合が全国より比較的高い法人税割が減少した

ことが主な要因である。

平成２０年度の地方財政は、地方税収入や地方交付

税の原資となる国税収入の伸びが鈍化する中で、社

会保障関係経費の自然増や公債費が高水準で推移す

ることなどにより、依然として大幅な財源不足が生

じるものと見込まれた。このような非常事態ともい

うべき地方財政の状況の中、「基本方針２００６」及び

「基本方針２００７」に沿って、国の歳出予算と歩を一

にして地方歳出を見直すこととされ、定員の純減や

給与構造改革等による給与関係経費の抑制や地方単

独事業費の抑制を図り、これらを通じて、地方財政

計画の規模の抑制に努めることにより、財源不足額

の圧縮を図ることとされた。その一方で、喫緊の課

題である地方の再生に向けた自主的・主体的な地域

活性化施策の充実等に対処するため、安定的な財政

運営に必要な地方交付税及び一般財源の総額を確保

することを基本として地方財政対策が講じられた。

その概要は次のとおりである。

まず、地方の再生に向けた総合的な戦略と連携し

た地方税財政上の対応として、「地方と都市の共生」

の考え方の下、地方税の偏在是正により生じる財源

を活用して、地方財政計画の歳出に、地方が自主

Ⅱ 地方財政対策

第２表　平成２０年度調整率算出基礎

第１表　道府県分と市町村分の配分割合の推移
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的・主体的に取り組む地域活性化施策に必要な特別

枠「地方再生対策費」が創設された。

一方、交付税特別会計借入金の償還や平成１８年度

精算分の一部を繰り延べるなどしても、なお生じる

財源不足については、平成１９年度に講じられた平成

２１年度までの制度改正に基づき、従前と同様の例に

より補てん措置を講じることとされた。この結果、

平成２０年度は、平成１９年度に引き続き国と地方が折

半して補てんすべき額は生じないこととなった。

以下、個々の項目について具体的に説明する。

（第５表）

①　歳出の特別枠「地方再生対策費」の創設について

「地方再生対策費」は、今般の地方税の偏在是正

の効果額を勘案して、４,０００億円が計上された。た

だし、偏在是正の効果が発現するまでの間は、つな

ぎ措置として、その財源のうち３,７００億円（交付団

体の需要増加相当額）の全部又は一部を臨時財政対

策債の発行により確保することとされ、平成２０年度
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第３表　算定結果の概要

第４表　不交付団体数の推移（当初算定ベース）
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においては、偏在是正の効果が発現しないため、そ

の全額を臨時財政対策債の発行により措置されるこ

ととなった。

②　交付税特別会計借入金償還の繰延等について

平成１９年度に予定されていた交付税特別会計借入

金の償還については繰り延べた上で、当該償還予定

額（５,８６９億円）を平成２０年度に繰り越して地方交

付税の総額に加算するとともに、平成２０年度に予定

されていた交付税特別会計借入金の償還も繰り延べ

ることとし、また、平成１８年度精算分の一部（５,０

１６億円の減額のうち３,０１６億円）を平成２１年度に

繰り延べることとされた。

なお、地方税収入及び地方交付税の原資となる国

税収入の伸びの鈍化を勘案し、必要な地方交付税総

額を確保するため、交付税特別会計借入金の償還に

ついて、平成１９年度に行う予定となっていた償還を

平成２５年度以降に、平成２０年度及び平成２１年度に行

う予定となっていた償還をそれぞれ平成２６年度以降

及び平成２７年度以降に繰り延べることとし、現行の

償還期限（平成３８年度）の範囲で償還計画を見直す

こととされた。

③　財源不足の補てんについて

平成２０年度においては、②の交付税特別会計借入

金の償還の繰延等を講じても、なお生じる財源不足

（５兆２,４７６億円）については、従前と同様の例によ

り、次の補てん措置が講じられた。
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第５表　平成２０年度地方財政対策の概要
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まず、建設地方債（財源対策債）の増発によって

１兆５,４００億円を補てんすることとされた。また、一

般会計からの加算額（既往法定分）６,７４４億円を交

付税特別会計へ繰り入れることとされた。さらに、

地方が負担する既発の臨時財政対策債の元利償還等

に係る臨時財政対策債の発行額２兆８,３３２億円、及び

「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法

律」附則第４条第１項に規定する特別交付金２,０００億

円により補てん措置を講ずることとされた結果、国

と地方が折半して補てんすべき財源不足額は生じな

いこととなった。

交付税法附則第３条には、「政府は、地方財政の状

況等にかんがみ、当分の間、第６条第２項の規定に

より算定した交付税の総額について、法律の定める

ところにより、交付税の総額の安定的な確保に資す

るため必要な特例措置を講ずること」と定められて

いる。この規定に基づき、交付税法等改正法による

改正後の交付税法附則第４条において特例が講じら

れ、必要額が確保された。平成２０年度分の地方交付

税総額の算定基礎は第６表のとおりである。

一般会計から繰り入れられる地方交付税の額（入

口ベ－ス）は、次の①～④により１５兆１,４０１億円

となっている。

この一般会計からの繰入額（入口ベ－ス）に次の

⑤～⑦の額を加算、控除した額 １５兆４,０６１億円

（対前年度当初２,０３４億円、１.３％増）が交付税特別会

計における地方交付税総額（出口ベ－ス）となってお

り、このうち普通交付税は１４兆４,８１６億円（同１,９１３億

円、１.３％増）、特別交付税は９,２４５億円（同１２１億

円、１.３％増）となっている。

① 所得税及び酒税の収入見込額１７兆８,１１０億円の

３２％に相当する額５兆６,９９５億円、法人税の収入

見込額１６兆７,１１０億円の３４％に相当する額５兆６,８１７

億円、消費税の収入見込額１０兆６,７１０億円の２９.５％

に相当する額３兆１,４７９億円並びに国たばこ税の収

入見込額８,９４０億円の２５％に相当する額２,２３５億円

の合計額 １４兆７,５２７億円

②　平成１８年度国税決算に伴う精算分（一部）

△２,０００億円（注１）

③　過年度精算分 △８７０億円（注２）

④　国の一般会計における加算額（既往法定分）

６,７４４億円

⑤ 交付税特別会計借入金等に係る利子支払のため

の控除額 △５,７１１億円

⑥　剰余金の活用等 ２,５０２億円

⑦　前年度からの繰越分 ５,８６９億円（注３）

（注１）残余の３,０１６億円については、平成２１年度において減

額される。

（注２）平成２０年度の国税五税の収入見込額の一定割合の額

から、平成９年度及び平成１０年度に係る精算額のうち平

成２０年度分の精算額を減額することとされた。

（注３）平成１９年度分の交付税特別会計の借入金償還を繰り

延べたことにより生じた分である。

１　基準財政需要額

（１）費目及び測定単位に関する事項

①　地方再生対策費の導入

「地方と都市の共生」の考えの下、地域間の

税源偏在の是正に取り組むとともに、地方税の

偏在是正による財源を活用して、地方財政計画

の歳出の特別枠として「地方再生対策費」が創

設された。地方交付税の算定上は、地方交付税

法を改正して、基準財政需要額の臨時的な独立

した算定項目として設けられた。

なお、平成２０年度においては、地方税の偏在

是正の効果が現れないことから、つなぎ措置と

して臨時財政対策債の発行により財源が確保さ

れ、また、偏在是正の効果は、道府県税で生じ

ることから地方再生対策費に係る臨時財政対策

債は全額都道府県に加算された。

地方再生対策費については、地域活性化統合

本部が策定した「地方再生戦略」において地域

類型ごとに示された施策展開の方向に沿って、

「地方経済の活性化」、「農山漁村の活性化」、「基

Ⅳ 算定方法の主な改正点

Ⅲ 平成２０年度地方交付税総額
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礎的条件の厳しい集落の生活機能の維持」、「農

地・森林が持つ多面的機能の維持」といった地

方再生に必要な経費を包括的に算定することと

された。

地方再生の取組は、市町村が主な役割を担う

ものであるため、算定に当たっては市町村に重

点を置くこととし、道府県分１,５０４億円、市町村

分２,５０４億円の算定額とされた。

また、「地方再生対策費」が、特に財政力の弱

い地方公共団体において懸命な行政改革を行っ

ても地方再生のための財源の確保に苦労してい

る実態を踏まえ、地方と都市の格差是正の観点

から創設するものであるため、財政状況の厳し

い地域に重点をおくこととされた。

地方再生対策費の具体の算定方法については、

地方再生がすべての地方公共団体に共通する課

題であることを踏まえ、各地方公共団体の人口

と面積要素で算定することを基本としつつ、人

口規模のコスト差を反映するため段階補正を適

用するほか、算定しようとする経費の必要性を

示す指標を反映することとされた。

このうち市町村分については、「人口」と「耕

地及び林野の面積」を測定単位とし、測定単位

「人口」には、段階補正のほか、第一次産業就業

者比率及び高齢者人口比率を用いた補正が適用

された。

また、合併市町村については、旧市町村単位

で算定した額を合算することにより、合併後の

まちづくり等の財源を確保されるように考慮さ

れている。

なお、地方再生対策費は「当分の間」の臨時

的な算定項目とされている。これは、地方税の

偏在是正のために新たに設けられた地方法人特

別税及び地方法人特別譲与税が、税制の抜本的

改革において偏在性の小さい地方税体系の構築

が行われるまでの間の暫定的な措置と位置づけ

られていることによるものである。

税制の抜本的改革がなされたときにおいても、

地方再生の必要性がなくなるものではないと考

えられるが、その場合における地域活性化施策

に要する経費の算定方法については、税制の抜

本的改革が示された際に、改めて検討されるこ

とになっている。

②　新型交付税について

算定方法の抜本的な簡素化を図るとともに、

交付税の予見可能性を高める観点から、「国の基

準付けがない、あるいは弱い行政分野」につい

て、包括算定経費として、人口と面積を基本と

した簡素な基準による基準財政需要額の算定

（新型交付税）が平成１９年度から導入されてい

る。

新型交付税については、新地方分権一括法等

による国の関与の縮小とあわせてその割合を順

次拡大することとされているが、今年度は国の

関与の縮小に向けた取組が具体化するに至らな

かったため、新型交付税の拡充は行われなかっ

た。

③　その他の費目及び測定単位の改正点

「その他の教育費」の測定単位の改正

学校教育法及び地方独立行政法人法の改正に

より平成２０年度より公立大学法人が高等専門学

校を設置できるようになった。公立大学法人が

設置する大学及び大学院の学生数については既

に測定単位に含めることとしており、これと整

合性のとれた取り扱いとなるよう、公立大学法

人が設置する高等専門学校の学生の数について

も、測定単位の数値に含められることになった。

（２）単位費用に関する事項

今年度の単位費用は第７表のとおりである。

①　主要な改正点

今年度の単位費用に関しては、給与構造改革等

に基づく給与単価の減、「基本方針２００６」におけ

る定員純減目標も踏まえた地方公務員の定員純減

の反映、地方公共団体における歳出効率化の取組

等を踏まえた物件費の見直しにより、平成１９年度

に比してマイナスとなっている費目が多い。なお、

ア～スは個別算定経費に係るもの、セは包括算定

経費に係るものである。

ア 「消防費」については、地方財政計画にお

いて消防職員の規模是正（３,０００人）が行わ
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れたことにより、消防吏員が１１７人から１１９人

へ増員された。

さらに、新型インフルエンザ対策感染防止

用資機材の備蓄に必要な経費を増額したこと

等により単位費用は１.０％の増となった。

イ 「道路橋りょう費（道路の面積）」について

は、工事請負費・需用費等の経費節減により

４.９％の減となった。

また、「道路橋りょう費（道路の延長）」は、

国の予算や地方財政計画における投資的経費

の縮減を反映し、４.４％の減となった。

ウ 「港湾費（係留施設の延長）」については、

実態調査に基づく工事請負費の見直しが行わ

れた結果、６.９％の減となった。

一方、「港湾費（外郭施設の延長）」につい

ては、単位費用で措置されている財源対策債

の元利償還金が増加することにより、１.９％

の増となった。

エ 「小学校費（学校数）」及び「中学校費（学

校数）」については、特別支援教育支援員の配

置に伴い、それぞれ３.４％、３.２％の増となっ

た。

オ 「その他の教育費（人口）」については、職

員数の見直しにより、「その他の教育費（幼稚

園の幼児数）」については、教員数の見直しに

より、それぞれ４.１％、４.６％の減となった。

カ 「生活保護費」については、扶助費の増に

より０.５％の増となった。

キ 「社会福祉費」については、障害者自立支

援給付費及び保育所運営費の増により２.７％の

増となった。

ク 「保健衛生費」については、後期高齢者医

療制度の施行に伴い国民健康保険制度の保険

基盤安定事業が減少することにより２.４％の減

となった。

ケ 「高齢者保健福祉費（６５歳以上人口）」に

ついては、普通健康診査の対象が生活保護受

給者に限定されることとなるとともに、特定

健康診査については市町村に公費負担が生じ

ない（国民健康保険被保険者については保険

料で賄う）ため２.５％の減となった。

「高齢者保健福祉費（７５歳以上人口）」に

ついては、後期高齢者医療制度の施行に伴い

２０.６％の大幅な増となった。

なお、当該費目においては、後期高齢者医

療制度の保険基盤安定制度に係る所要額や広

域連合への分担経費が措置された。

コ 「農業行政費」については、職員数の見直

しにより４.１％の減となった。

サ 「林野水産行政費」については、国の予算

や地方財政計画における投資的経費の縮減を

反映した施設整備費の減により３.２％の減と

なった。

シ 「徴税費」については、個人住民税の公的

年金からの特別徴収のためのシステム開発経

費が措置された一方で、歳入となる道府県民税

徴収取扱交付金が増加したことにより、０.８％

の減となった。

ス 「住民基本台帳費（世帯数）」については、

住民基本台帳ネットワークシステム運用等委

託料の減により５.１％の減となった。

セ 「包括算定経費（人口）」及び「包括算定経

費（面積）」については、国の予算や地方財政

計画における投資的経費の縮減等を反映して、

それぞれ２.７％、１.０％の減となった。

なお、新地方分権一括法等による国の関与

の縮小と合わせて、これらの経費（いわゆる

「新型交付税」）は順次拡大していくこととさ

れているが、国の関与の縮小に向けた取組が

具体化していないことから、平成２０年度につ

いては拡大は行われていない。

②　給与改善費及び追加財政需要額

給与改善費については、平成２０年度の国の予算

において計上しないこととされたことを踏まえ、

地方財政計画においても計上されなかった。した

がって、給与改善費については、基準財政需要額

に算入しないこととされた（平成１５年度より同様

の措置）。

追加財政需要額については、年度途中における

予測しがたい財政需要に備えるため、地方財政計
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画には昨年度と同額の５,７００億円が計上された。平

成２０年度においては、地方財政計画計上額のうち

災害分を除くものの概ね２分の１程度が包括算定

経費に算入されている（平成１９年度と同様の措

置）。

（３） 補正に関する事項

今年度の補正に関する主な改正点は、以下のとお

りである。

①　態容補正

ア　普通態容補正

ｉ）共通係数

普通態容補正に用いられている共通係数は、

各費目に共通する「行政の一般的質量の差」を

反映させるもので、その基礎に給与差を用いて

いる。

給与構造改革により、民間賃金の地域格差が

適切に反映できるように調整手当が廃止され、

新たに地域手当が導入された。これに伴い、平

成１７年度までは種地別に共通係数が算出されて

いたが、平成１８年度から地域手当の支給割合に

基づいて定める「地域手当の級地」別に共通係

数を設定することとされた。

ただし、最長平成２１年度までの間、国家公務

員の地域手当の支給割合については、従前の調

整手当の支給割合と地域手当の支給割合の差異

が段階的に縮小するよう経過措置が講じられる

ことから、それまでの間においては、当該経過

措置による支給割合を反映した「地域手当の級

地区分」別に共通係数を設定することとされた。

平成２０年度の「地域手当の級地区分」別の共

通係数は、経過措置による地域手当の支給割合

のほか、地方公務員給与実態調査結果を踏まえ

た本俸等の額に基づき、次のとおり算出されて

いる（参考に道府県分の共通係数も示す）。

ｉｉ）種地区分

普通態容補正においては、共通係数とは別に

種地別に算出した個別係数により、各費目に固

有の行政の質量差が反映されている。種地区分

については、指標となる国勢調査結果が全て公

表された時点で見直しを行うこととされており、

平成２０年度においては、人口集中地区人口、経

済構造、昼間流入人口及び昼間流出人口比率に

係る国勢調査結果の統計数値を平成７年調査の

統計数値から平成１７年調査の統計数値に、宅地

平均価格指数に係る宅地の平均価格を平成９年

度の宅地の平均価格から平成１９年度の宅地の平
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均価格にそれぞれ置き換えて算定することを基

本として見直しが行われた。

主な改正点は以下の通りである。

○Ⅰの地域の要件

従来は市及び人口集中地区を有する町村の

ほかに「広域行政圏の中核町村」についても

「Ⅰの地域」に該当することとされていたが、

市町村合併の進展に伴い広域行政圏の中核町

村が減少し、この要件を廃止した場合の影響

が僅少となったことから、「広域行政圏の中核

町村」がⅠの地域の要件から除外された。

○経済構造に係る評点算出

経済構造に係る評点については、総就業者

数に占める第２次産業就業者数及び第３次産

業就業者数の割合により算出することとして

いるが、全国平均値の上昇に伴い段階区分が

変更された。

○昼間流出人口比率に係る激変緩和措置

「昼間流出人口比率」に係る評点の算出に

おいて、統計数値の置き換えを行うことに伴

い、昼間流出人口の人口段階が変わることに

より評点が激変することを避けるため、平成

２０年度においては、見直し前の評点の８割と

見直し後の評点の２割の合計値を用いるとと

もに、今後、段階的に見直し後の評点の反映

割合を高める激変緩和措置を講じることとさ

れた。

ｉｉｉ）個別係数（種地を除く）

他方、個別係数については地方財政計画にお

ける一般行政経費の抑制、最近の決算の状況、

地方団体の予算計上におけるシーリングの状況

等を勘案して、平成１８年度から３年間で一律１０％

程度の削減を行っているところであり、平成２０

年度においても引き続き削減が行われた。

個々の費目の改正点は以下のとおりである。

「消防費」において、「消防本部及び消防署を

置かなければならない市町村を定める政令」に

基づき指定された町村以外の町村等に対する行

政権能差による補正（乗率０.４）は平成１５年度

をもって廃止された。新たに、消防本部及び消

防署を置き消防活動を開始している市町村以外

の市町村に対する補正率が平成１６年度から設け

られたが、平成２０年度においては、この補正率

が０.９に引き上げられた（平成１９年度０.８）。

「生活保護費」において、これまで扶助費の

単価は市によって差があるため、種地別に単価

差率を設けて反映することとされてきたが、本

年度より、算定の簡素化の観点から密度補正に

おいて一括適用することとされた。

「農業行政費」及び「林野水産行政費」にお

いて、それぞれ農業地域、林業地域又は漁業地

域としての性格が強い団体について、単位当た

り経費の割増を行うため、農業行政費にあって

は、農業就業者比率及び耕地比率を、林野水産

行政費にあっては、林業等就業者数比率及び林

野面積比率を用いて市町村を５つの級地に区分

し、級地段階に応じて補正係数を設定している。

これらの比率のうち、農業就業者比率及び林

業等就業者比率の基礎指標のうち、農業、林業

及び漁業の就業者数及び産業分類別就業者総数

について、平成１２年国勢調査によるものから平

成１７年国勢調査によるものに改められた。また、

耕地比率の基礎指標である田畑、牧場及び宅地

の面積について、平成１２年度分の固定資産税に

係る概要調書に記載されているものから平成１７

年度分の固定資産税に係る概要調書に記載され

ているものに改められ、林野面積比率の基礎指

標のうち林野の面積の合計の面積について、

２０００年世界農林業センサスによるものから２００

５年農林業センサスによるものに、面積につい

ては国土地理院が平成１４年度に公表したものか

ら平成１９年度に公表したものにそれぞれ改めら

れた。

「地域振興費」において、普通態容補正Ⅲ

（隔遠地補正）は、隔遠地であることにより増嵩

する出張旅費や通信運搬費、投資的経費に係る

増加需要額を算定しようとするものであり、隔

遠地の度合いに応じて級地を区分している。平

成２０年度においては、①原則として平成１９年４

月１日現在の数値により隔遠地の度合いを算定
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すること、②市町村役場から県庁所在地等まで

の距離に関し、郵便路線図による距離から、国

家公務員等の旅費支給規定の改正を踏まえ実距

離によることとされたこと、③支庁等がない場

合は、市町村合併の進展を踏まえ、県庁所在地

までの距離によることとされたこと、④離島事

情に係る点数の算式において、辺地の交通要素

点数が１２５点以上の区分及び１５０点以上の区分を

新たに設けられたこと（府内市町村は該当なし）

の見直しが図られた。

なお、上記の見直し後の級地が見直し前の級

地を下回る団体については、当分の間、見直し

前の級地を適用する経過措置を適用することと

された。

また、ごみ及びし尿に係る収集運搬経費が離

島においては本土と比較して割高になっている

こと、へき地学校における給食の実施に要する

経費の不足額等が離島においては本土のへき地

と比較して割高になっていることを踏まえ、離

島関係経費の算定が充実された。

イ　経常態容補正

経常態容補正は、人口の年齢別構成等、市町

村の種地または級地と関係のない態容に基づく

行政経費の差異のうち、経常経費に係るものを

需要額に反映するための補正である。

平成１９年度からは「頑張る地方応援プログラ

ム」の交付税措置として、「魅力ある地方」を目

指して前向きに取り組み、行政改革の実績を示

す指標や製造品出荷額などの９つの成果指標が

全国標準以上に向上した地方公共団体に対して、

その程度に応じて行う基準財政需要額の割増算

定を経常態容補正により行われているところで

ある。

また、条件不利地域への配慮として、市町村

を「指定都市・中核市・特例市」、「一般市」、

「町村」にグループ分けして成果を比較すること

を基本とするとともに、全国平均以上に歳出を

削減している過疎・離島の市町村については、

歳出削減比率を地域振興関係経費に反映する算

定において、更なる割増が行われている。

平成２０年度においても基本的な枠組みは変え

ることなく算定が行われた。主な算定方法の変

更点は次の通りである。

① 算定に用いる成果指標のうち徴収率（行

政改革の実績を示す指標）、出生率、若年者

就業率及びごみ処理量については、絶対値

の変化率を併用しているが、歳出削減比率

（行政改革の実績を示す指標）、農業産出額、

製造品出荷額、事業所数、転入者人口及び

小売業年間商品販売額の６つの指標につい

ては変化率のみを用いている。このような

変化率のみを用いる成果指標については、

割増算定額は変えずに、地方公共団体の安

定的な財政運営に配慮し、算定額の激変を

緩和する観点から３年間にわたって均等に基

準財政需要額への反映を行うこととされた。

なお、平成２０年度は、経過的な算定とし

て、平成１９年度に入手可能であった最新の

統計数値によって算出した割増係数と平成

２０年度に入手可能な最新の統計数値によっ

て算出した割増係数の単純平均により、算

定に用いる割増係数を求めることとされた。

② 歳出削減比率を地域振興関係経費に反映

する算定において過疎・離島の市町村につ

いて更なる割増を行っているが、これらの

地域と同程度に地域振興の取組の必要性が

高い条件不利地域である「振興山村」が、

新たに更なる割増の対象とされた。

個々の費目の改正点は、以下のとおり。

ｉ）「頑張る地方応援プログラム」による交付

税措置関係

「社会福祉費」においては、少子化対策に

前向きに取り組む地方公共団体において所要

額の増加が見込まれる少子化対策に関する経

費について、出生率（変化率及び絶対値）を

成果指標として算定することとされた。

＜算式＞

｛（α＋β）／２－１｝×連乗補正係数×γ

α：成果指標（出生率の変化率）が全国平均以

上であることによる割増係数（１≦α≦２）
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算式：０.３９×当該市町村の成果指標＋１.０４２

成果指標：⑯～⑱出生率平均（‰）

－⑮～⑰出生率平均（‰）

β：成果指標（出生率の絶対値）が全国平均以

上であることによる割増係数（１≦β≦２）

算式：０.１２×当該市町村の成果指標－３.８１４

成果指標：出生数／修正後女性人口（年齢階層

別出生率を反映した人口）

γ：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.０３３７）

「清掃費」においては、循環型社会の構築に

前向きに取り組む地方公共団体において所要額

の増加が見込まれる廃棄物の減量化対策や分別

収集経費について、１人あたりのごみ処理量

（変化率及び絶対値）を成果指標として算定する

こととされた。

＜算式＞

｛（α＋β）／２－１｝×連乗補正係数×γ

α：成果指標（１人あたりのごみ処理量の変化

率）が全国平均以上であることによる割増

係数（１≦α≦２）

算式：（特別区・指定都市・中核市・特例市）

－２５.０６×当該団体の成果指標＋０.４９６

（一般市）

－１３.０４×当該団体の成果指標＋０.９５６

（町村）

－１０.８９×当該団体の成果指標＋０.９９１

成果指標：（⑰１人あたりごみ処理量－

⑭１人あたりのごみ処理量）／

⑭１人あたりのごみ処理量×１／３

β：成果指標（１人あたりごみ処理量の絶対値）

が全国平均以上であることによる割増係数

（１≦β≦２）

算式：－７.７３×当該市町村の成果指標＋４.０２８

成果指標：⑰ごみ処理量／⑰住基人口

γ：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.０５２５）

「農業行政費」においては、地場産品の発

掘・ブランド化や田舎での定住促進に前向きに

取り組む地方公共団体において所要額の増加が

見込まれる経営振興やふるさと担い手育成等の

農業振興関係経費について、農業産出額を成果

指標として算出することとされた。

本年度より、算定額の激変を緩和する観点か

ら割増係数の算定方法が改められた。

＜算式＞

（α－１）×連乗補正係数×γ

α：成果指標が全国平均以上であることによる

割増係数（１≦α≦２）

算式：（α１９＋α２０）／２

α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（１≦α１９≦２）

α２０算式：１５.９９×当該市町村の成果指標

＋１.２２０（１≦α２０≦２）

成果指標：（⑯～⑱農業産出額平均

－⑮～⑰農業産出額平均）

／⑮～⑰農業産出額平均

γ：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.２３９９）

「商工行政費」においては、都市と農山漁村

との交流や賑わいあふれるまちづくりに前向き

に取り組む地方公共団体において所要額の増加

が見込まれる観光振興関係経費や中心市街地活

性化等の商業振興関係経費について、小売業年

間商品販売額を成果指標として算定することと

された。

本年度より、算定額の激変を緩和する観点か

ら割増係数の算定方法が改められた。

＜算式＞

（α－１）×連乗補正係数×γ

α：成果指標が全国平均以上であることによる

割増係数（１≦α≦２）

算式：（α１９＋α２０）／２

α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（１≦α１９≦２）

α２０算式：１２.１９×当該市町村の成果指標

＋１.０９０（１≦α１９≦２）

※原則としてα１９＝α２０

成果指標：（⑯小売業年間商品販売額－

⑭小売業年間商品販売額）／

⑭小売業年間商品販売額×１／２

※小売業年間商品販売額＝

小売業年間商品販売額／住基人口
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γ：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.４９０１）

「徴税費」においては、平成１８年度まで行革

インセンティブ算定として適用されていたもの

が、平成１９年度より「頑張る地方応援プログラ

ム」の交付税措置として適用することとされた。

単位費用で措置されている「徴税強化に要す

る経費」については、徴税強化の取組状況によ

って増減する性格であることから、その１／２

相当額について、①当該団体の徴収率の増減と

②当該団体の徴収率と全国平均の徴収率との差

を均等に反映して算定されている。

「地域振興費」（経常態容補正Ⅰ）は、平成１８

年度までは行革インセンティブ算定として旧

「企画振興費（経常）」及び旧「その他の諸費

（経常・人口）」に適用されていたが、平成１９年

度より「頑張る地方応援プログラム」の交付税

措置として地域振興費（人口）に適用すること

とされた。

単位費用で措置された「歳出削減に要する経

費」については、歳出削減の取組状況によって

増減する性格であることから、その１／２相当

額について、歳出削減比率を成果指標として算

定することとされた。また、行革努力による地

域振興への取組強化に伴い増加する地域振興関

係経費について、歳出削減比率を成果指標とし

て算定することとされた。

なお、本年度より歳出削減比率の対象経費で

ある「補助費等」のうち「都道府県に対するも

の」については、対象から除外されることとな

った。これは、歳出削減比率の算定において投

資的経費は対象としないこととしているものの、

「国営土地改良事業」等の投資的経費に係る市町

村負担金のうち都道府県を経由して国庫に支出

されるものが「補助費等」のうち「都道府県に

対するもの」に計上されるためである。

また、本年度より、算定額の激変を緩和する

観点から、割増係数の算定方法が改められた。

＜算式＞

Ａ*（α*γ*０.５+β*０.５）＋Ｂ*γ*（θ－１）*

（δ*０.１０＋０.９０）

Ａ：単位費用に占める歳出削減に要する経費の

割合（１０４５／１００００）

Ｂ：単位費用に占める地域振興関係経費の割合

（５７１２／１００００）

α：対象経費（人件費（退職金を除き、投資的

経費のうちの人件費を含む）、物件費、維持

補修費、補助費等及び繰出金）に係る当該

団体の削減率が、全国平均の削減率を上回

ることによる割増（割落）係数

算式：（α１９＋α２０）／２

α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（０≦α１９≦３）

α２０算式：１＋（全国平均増減率－

当該団体増減率）（０≦α２０≦３）

増減率：（対象経費（ｎ－２）年度決算額－

（ｎ－５）年度決算額）／

（ｎ－５）年度決算額×１／３×１００

※①過去から継続的に経費削減を行っている団

体、②人口急増補正が適用される団体、③

（ｎ－５）年度から（ｎ－１）年度までに合併

した団体、④（ｎ－２）年に発生した激甚災

害の告示を受けた団体については、符号αに

よる割落しの対象外となっている。

β：歳出削減の取組強化に要する経費の標準団

体一般財源の１／２相当額を基準として、

人口段階に応じて設定した額を算入するた

めの係数

γ：地域振興費の段階補正係数

θ：αと同じ。

算式（θ１９＋θ２０）／２

θ１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

（０≦θ１９≦２）

θ２０：α２０と同じ。（１≦θ２０≦２）

※条件不利地域において行革努力を行いつつ、

地域振興を積極的に行っている市町村につ

いては、更なる割増を行うこととし、α＞

１の団体のうち次の条件を満たす市町村に

ついて、符号αの値を２倍して得た値をθ

としている。
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（対象市町村）

①過疎又は離島、財政力指数全国平均未満

②財政力指数全国平均未満、税収増加、第一

次産業就業者比率全国平均超

（①、②とも府内市町村該当なし）

δ：第１次産業就業者比率／０.０２３

※δは新型交付税導入に伴う変動額を最小限

にとどめるため経過的に適用しているもの

であり、今後、段階的に反映率を縮減する

こととされている。

「地域振興費」（経常態容補正Ⅱ）は、企業誘

致や定住促進等の地域振興に前向きに取り組む

地方公共団体において、所要額の増加が見込ま

れる地域振興関係経費について、①製造品出荷

額、②事業所数、③若年者就業率（変化率及び

絶対値）及び④転入者人口を成果指標として平

成１９年度より算定することとされた。

本年度より、算定額の激変を緩和する観点か

ら、製造品出荷額、事業所数及び転入者人口に

係る割増係数の算定方法が改められた。

＜算式＞

算式ア＋算式イ＋算式ウ＋算式エ

＜算式ア＞

（α－１）×段階補正係数×ζ１

α：成果指標（製造品出荷額）が全国平均以上

であることによる割増係数

算式：（α１９＋α２０）／２

α１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

α２０算式：６.９８×当該市町村の成果指標

＋０.７７０（１≦α２０≦２）

成果指標：（⑰製造品出荷額－⑭製造品出荷額）

／⑭製造品出荷額×１／３

ζ１：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.２３８２）

＜算式イ＞

（β－１）×段階補正係数×ζ２

β：成果指標（事業所数）が全国平均以上であ

ることによる割増係数

算式：（β１９＋β２０）／２

β１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

β２０算式：３３.６２×当該市町村の成果指標＋１.０１０

成果指標：（⑱事業所数－⑯事業所数）／

⑯事業所数×１／２

ζ２：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.１７２４）

＜算式ウ＞

｛（γ＋δ）／２－１｝×段階補正係数×ζ３

γ：成果指標（若年者就業率の変化率）が全国

平均以上であることによる割増係数

（１≦γ≦２）

算式：１４２.８６×当該市町村の成果指標＋１.２７１

成果指標：（⑰若年者就業率－⑫若年者就業率）

×１／５

δ：成果指標（若年者就業率の絶対値）が全国

平均以上であることによる割増係数

（１≦δ≦２）

算式：１９.１２×当該市町村の成果指標－１０.０６７

成果指標：⑰若年者就業率

ζ３：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.１３５３）

＜算式エ＞

（ε－１）×段階補正係数×ζ４

ε：成果指標（転入者人口）が全国平均以上で

あることによる割増係数

算式：（ε１９＋ε２０）／２

ε１９：平成１９年度の算定に用いた割増係数

ε２０算式：

（特別区・指定都市・中核市・特例市）

１.０９×当該市町村の成果指標＋０.８７７

（一般市）

０.６６×当該市町村の成果指標＋１.１２３

（町村）

０.３０×当該市町村の成果指標＋１.１３７

成果指標：（⑱転入者人口－⑮転入者人口）

×１／３

ζ４：単位費用に占める割増対象経費の割合（０.１５５０）

ｉｉ）その他

「地方再生対策費」（測定単位：人口）の経常

態容補正は、算定しようとする経費の必要性を

示す指標を反映させるために適用することとさ

れた。

＜算式＞

α×０.４０+β×０.４０+０.２０
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α：第一次産業就業者比率／第一次産業就業者

比率の全国平均値（０.０２３）

β：６５歳以上人口比率／６５歳以上人口比率の

全国平均値（０.２０１）

「林野水産行政費」の経常態容補正は、林業

及び漁業の各産業別従業者１人当たりの所要一

般財源の差を反映するための補正である。

＜算式＞

１／Ａ×（Ｂ×４.１０＋Ｃ×０.２９）

Ａ：当該市町村の林業及び漁業の就業者数

Ｂ：当該市町村の林業の就業者数

Ｃ：当該市町村の漁業の就業者数

②　段階補正

段階補正は、人口等の測定単位の増減に応じて、

単位当たりの費用が割安又は割高になることを補

正するものである。

平成２０年度に新たに設定された「地方再生対策

費」において、人口規模のコスト差を反映するた

めに、段階補正が適用された。

③　数値急増補正　

ア　人口急増補正

人口急増補正については、人口を測定単位と

するものについて、平成１０年度から「その他の

諸費（人口・経常）」において包括的に算入され

ていたが、平成１９年度より、従来の人口急増補

正Ⅱ（投資割増）により反映していた財政需要

も含めて、各費目における増加需要額を「地域

振興費（人口）」において一括して算定してい

る。

本補正は、測定単位である人口の国勢調査時

から今年度の算定基準日である平成２０年４月１

日までの人口の増加を反映させるもので「数値

代置方式」と呼ばれている。

平成１２年度までは全国平均増加率以上の団体

が対象とされていたが、人口全体の増加率が以

前より低くなっていること等から、平成１３年度

より、住民基本台帳登載人口の増加率が人口増

加団体における平均増加率を超える団体につい

てのみ適用することとされた。今年度は、平成

１７年９月３０日から平成２０年３月３１日までの住民

基本台帳登載人口の増加率が人口増加団体にお

ける平均増加率（１.０１４）を超える市町村につ

いて適用された。

○算式

人口急増補正係数－１＝（Ａ／Ｂ－１.０１４）×α

〔算式の符号〕

Ａ：平成２０年３月３１日現在の住民基本台帳登載

人口

Ｂ：平成１７年９月３０日現在の住民基本台帳登載

人口

α：３４.５

イ　６５歳以上人口急増補正Ⅰ

６５歳以上人口急増補正Ⅰは、６５歳以上人口

を測定単位とする「高齢者保健福祉費（６５歳以

上人口）」に適用される。その考え方は、人口急

増補正と同様「数値代置方式」であり、国勢調

査以降の６５歳以上人口の増加に伴う財政需要の

増加を基準財政需要額に反映させるための補正

である。

平成１３年度までは住民基本台帳登載６５歳以上

人口が全国平均増加率を超える団体について対

象とされていたが、平成１４年度より同人口の増

加団体における平均増加率（平成２０年度につい

ては１.０６３）を超える市町村に適用することと

された。

なお、この補正は、「高齢者保健福祉費」が創

設された平成６年度から適用されているが、当

時は算定年度の４月１日の数値を用いて算定し

ていた密度補正が適用される経費が、当該費目

の需要額に占める割合が低かったため、単位費

用全体に乗じられてきた経緯がある。しかしな

がら、近年、密度補正経費の割合が急増してい

ることから、平成１６年度より急増補正の割増対

象は密度補正が適用されない単位費用部分に限

定されており、平成２０年度においては０.４２９

（昨年度０.４４５）を乗じて算出された。

○算式

６５歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１＝（Ａ／Ｂ－１.０６３）×０.４２９

〔算式の符号〕

Ａ：平成２０年３月３１日現在の６５歳以上の住民基
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本台帳登載人口

Ｂ：平成１８年３月３１日現在の６５歳以上の住民

基本台帳登載人口

標準団体一般財源（１,６６６,７６７千円）－急増補正対象外経費（９５１,１９５千円）
０.４２９：―――――――――――――――――

標準団体一般財源（１,６６６,７６７千円）

ウ　７５歳以上人口急増補正Ⅰ

７５歳以上人口急増補正Ⅰは、７５歳以上人口

を測定単位とする「高齢者保健福祉費（７５歳以

上人口）」に適用される。その考え方は、人口急

増補正と同様「数値代置方式」であり、国勢調

査以降の７５歳以上人口の増加に伴う財政需要の

増加を基準財政需要額に反映させるための補正

である。

この急増補正については、平成１８年３月３１日

から平成２０年３月３１日までの７５歳以上人口の増

加団体の平均増加率（１.０８９）を超える市町村

について適用されている。

○算式

７５歳以上人口急増補正Ⅰ係数－１＝Ａ／Ｂ－１.０８９

〔算式の符号〕

Ａ：平成２０年３月３１日現在の７５歳以上の住民基

本台帳登載人口

Ｂ：平成１８年３月３１日現在の７５歳以上の住民基

本台帳登載人口

エ　世帯数急増補正

世帯数急増補正は、世帯数を測定単位とする

個別算定経費（「徴税費」及び「戸籍住民基本台

帳費（世帯数）」）に適用され、その考え方は人

口急増補正と同様の「数値代置方式」であり、

世帯数の増加に伴う財政需要の増加を基準財政

需要額に反映させるための補正である。

この補正については、補正を廃止した場合の

影響額が大きくないことを踏まえ、算定の簡素

化の観点から今年度から廃止することとされた。

④　数値急減補正

ア　人口急減補正

人口急減補正については、人口を測定単位と

する経費に適用され、平成１９年度より人口急増

補正と同様に、「地域振興費（人口）」において

包括的に算入されている。

本補正は、人口の急減する市町村が、人口変

動の少ない同規模の市町村に比べて、人口一人

当たりの単価が割高となるため、減少人口の一

定割合を復元させるためのものである。

これは、人口が急減する市町村では、人口減

少に応じて直ちに経費の削減を図ることは困難

であり、測定単位の減少に即応して基準財政需

要額が減少すると、財政運営に支障を来す恐れ

があることから激変緩和措置として設けられて

いるものである。

平成１２年度から平成１７年度までの国勢調査人

口の減少を基礎とした算式となっており、平成

１９年度における復元率は０.５（昨年度０.７）とさ

れている。

なお、対象は昨年度と同様、人口減少団体の

平均減少率（１.０２８）を超える団体とされた。

○算式

人口急減補正係数－１＝

（Ｂ／Ａ－１.０２８）×２８.４×α

［算式の符号］

Ａ：平成１７年国勢調査人口

Ｂ：平成１２年国勢調査人口

α：０.５

イ　学級数・学校数急減補正

学級数・学校数急減補正は、測定単位である

「学級数・学校数」の急激な減少に伴う需要額の

激変緩和措置として適用される。学級数につい

ては、具体的には算定年度の前年から３年前ま

での各年度の数をいずれも下回る団体について、

前年の減少分の９０％、２年前の減少分の６０％、

３年前の減少分の３０％がそれぞれ復元されるも

のである。

学校数については、平成１９年度より、小・中

学校の統廃合に要する経費を学校の減少数を指

標として算定することとして、学校数急減補正

の適用期間を３年から５年（平成１９年度は経過

措置として４年）に延長し、学校数減少後２年

間（同１年間）は、従来の学校数により、学校

の統廃合がなかった場合と算定額を同額にする

こととされた。
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○算式

学級数急減補正係数－１＝

１／Ａ×｛（Ｂ－Ａ）×０.９＋（Ｃ－Ｂ）×０.６

＋（Ｄ－Ｃ）×０.３｝

（注）（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、又は（Ｄ－Ｃ）が負数とな

るときは、それぞれ０とする。

（注）Ａの数値がＢ、Ｃ、Ｄのいずれの数値以上となると

きは（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－Ｃ）は０とする。

［算式の符号］

Ａ：測定単位の数値（学級数）

Ｂ：平成１９年５月１日現在の測定単位の数値

（学級数）

Ｃ：平成１８年５月１日現在の　　　〃

Ｄ：平成１７年５月１日現在の　　　〃

学校数急減補正係数－１＝

１／Ａ×｛（Ｂ－Ａ）×１.０＋（Ｃ－Ｂ）×１.０

＋（Ｄ－Ｃ）×０.９＋（Ｅ－Ｄ）×０.６＋（Ｆ－Ｅ）×０.３｝

（注）（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－Ｃ）、（Ｅ－Ｄ）又は

（Ｆ－Ｅ）が負数となるときは、それぞれ０とする。

（注）Ａの数値がＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅ及びＦのいずれの数値

以上となるときは（Ｂ－Ａ）、（Ｃ－Ｂ）、（Ｄ－

Ｃ）、（Ｅ－Ｄ）及び（Ｆ－Ｅ）は０とする。

［算式の符号］

Ａ：測定単位の数値（学校数）

Ｂ：平成１９年５月１日現在の測定単位の数値（

学校数）

Ｃ：平成１８年５月１日現在の　　　〃

Ｄ：平成１７年５月１日現在の　　　〃

Ｅ：平成１６年５月１日現在の　　　〃

Ｆ：平成１５年５月１日現在の　　　〃

ウ　農家数急減補正

農家数急減補正は、測定単位である「農家数」

の置き換えに伴う「農業行政費」の激変緩和措

置として適用されるものであり、平成１８年度よ

り、農林業センサスの更新に伴い、２０００年世界

農林業センサスによる農家数と２００５年農林業セ

ンサスによる農家数を比較し、その間の減少数

の一定割合が復元されることとなった。その復

元率は５０％（平成１９年度は７０％）である。激変

緩和の性格上、年次進行により順次逓減される

ことになる。

○算式

農家数急減補正係数－１＝｛（Ｂ－Ａ）／Ａ｝×０.５

［算式の符号］

Ａ：２００５年農林業センサスによる農家数

Ｂ：２０００年世界農林業センサスによる農家数

エ　従業者数急減補正

従業者数急減補正は、測定単位である「林業

及び水産業の従業者数」の置き換えに伴う「林

野水産行政費」における激変緩和措置として適

用されるものである。（平成１７年国勢調査（確定

値）公表に伴い、）平成１２年国勢調査による従業

者数と平成１７年国勢調査による従業者数を比較

し、その間の減少数の一定割合を復元すること

としている。平成２０年度の復元率は６０％（平成

１９年度は８０％）である。

○算式

数値数急減補正係数－１＝

１／Ａ｛（Ｅ／Ｂ－１.５６４）×Ｂ×４.１０

＋（Ｆ／Ｃ－１.１９６）×Ｃ×０.２９｝×０.６

［算式の符号］

Ａ：平成１７年国勢調査による「林業及び漁業の

就業者数」

Ｂ：平成１７年国勢調査による「林業の就業者数」

Ｃ：平成１７年国勢調査による「漁業の就業者数」

Ｅ：平成１２年国勢調査による「林業の就業者数」

Ｆ：平成１２年国勢調査による「漁業の就業者数」
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〔数値急増・急減補正による今年度の府内の増加

需要額は第８表のとおりである。〕

⑤　密度補正

今年度の密度補正単価は第９表のとおりで、主

な改正点は次のとおりである。

ア　下水道費

維持管理経費の実態を反映させるため、排水

人口・排水面積・施設の種類による密度補正が

適用されているが（下表参照）、今年度も実態を

勘案し、排水人口当たり単価と排水面積当たり

単価、公共下水道に対する各施設の維持管理経

費比率が見直された。なお、排水人口で算入さ

れる需要額と排水面積で算入される需要額の比

率は、昨年度と同様０.５０：０.５０とされた。

イ　その他の土木費

平成１７年度に一般財源化された公営住宅家賃

収入補助及び平成１８年度に一般財源化された公

営住宅家賃対策等補助を的確に算定するため、

公営住宅家賃収入補助相当額及び公営住宅家賃

対策等補助相当額を基礎とする密度補正が適用

されている。

ウ　小・中学校費

密度補正Ⅰにおいて、遠距離通学児童・生徒

のための通学対策として市町村が実施するスク

ールバス・ボートの維持管理費単価が５,７４５千

円に改定された。

また、平成１７年度に一般財源化された要保護

及び準要保護児童生徒援助費補助金のうち、準

要保護児童生徒に対する補助分を的確に算定す

るため適用している密度補正Ⅱについては、算

定の簡素化の観点から、完全給食、補食給食及

びミルク給食別に定めていた算式を統合するな

ど、算式が見直された。

エ　生活保護費

生活扶助基準の改定等に伴い、被生活保護者

一人当たり単価、各種扶助間の単価差率及び各

種扶助人員の推計伸率について改定された。医

療扶助及び介護扶助に係る単価差率については、

生活保護費の決算額と普通交付税の算定額を比

較したところ、算定額が実績を下回り過少算定

となっていたことから、実態に沿った見直しが

行われた。

なお、平成１８年度算定における「その他の扶

助」に係る被生活保護者数が被生活保護者の実

数を大きく上回ったことから、平成１９年度にお

いて激変緩和措置が講じられたが、平成２０年度

においては、この措置は終了している。また、

平成１９年度に激変緩和措置を講じたことから、

「その他の扶助」については、算定の公平の観点

から実施している過大過少措置の対象外として

いる。

オ　社会福祉費

保育所運営費に係る児童１人当たりの単価に

ついて、第９表のとおり改定された。

障害者自立支援給付費に関する統計データの

整備に伴い、障害者支援施設訓練等支援費支給

決定者数を用いた密度補正が、施設入所支援等

実支給決定者数を用いた密度補正に改められた。

カ　保健衛生費

密度補正Ⅰについては、「公立病院改革ガイド

ライン」の中で、公立病院の経営形態の見直し

として診療所化も含めた根本的な事業のあり方

の見直しを求められており、病院から診療所へ
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の転換について財政面で不利にならないよう、

有床診療所について病床単価を用いた算定を行

うこととし、病床単価が２４１千円と定められた。

また、病院経費については、病床単価が４８２千

円に改定された。

密度補正Ⅱについては、後期高齢者医療制度

の施行に伴い、国民健康保険制度の保険基盤安

定事業の対象者であった７５歳以上の保険料軽減

者が対象外となるため、保険基盤安定事業に係

る密度補正単価は、前年度を大幅に下回ってい

る。

また、財政安定化支援事業については、繰り

出し対象経費の見直しに伴い、算式が改められ

た。（第１０表・第１１表）

キ　農業行政費

平成１８年度に一般財源化された農業共済事業

事務費負担金について的確に算定するため、引

受戸数を基礎として密度補正Ⅰを適用している。

平成２０年度より、引受戸数について直近３ヶ年

度の平均値を用いることとされた。

⑥　投資補正

投資補正は、測定単位の多寡等により投資的経

費の割増しを行うものであり、現在「道路橋りょ

う費」の他６費目において適用されている。

改正点の主なものは、以下のとおりである。

ア　道路橋りょう費

平成１６年度に道路整備に係る長期計画の改定

に伴って、投資補正Ⅰの各指標に係る乗率が第

１２表のとおり改定されている。

イ　都市計画費

平成１６年度より、割増しの基準値については、

従来の大都市の全地目平均の土地価格から、大

都市の可住地平均の土地価格を用いることとす

るとともに、見直しによる激変を緩和するため、

平成１５年度の土地価格比率係数を下回る団体に

あっては、平成１５年度係数を反映する措置が講

じられていたが、平成２０年度にこの措置は終了

した。

ウ　公園費

投資補正の算式中の土地価格比率の反映に係

る乗率の算定において、土地価格比率の割増基

準値が平成１９年度概要調書の数値に基づき見直

されている。

エ　下水道費

高資本費対策に必要な経費を措置するため、

地方公営企業繰出基準による公費負担額の一部

が算入されている。

使用料対象資本費単価が４５円／ｍ３以上、使
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用料が１５０円／ｍ３以上の下水道事業について、

使用料対象資本費単価（その額に応じた乗率を

乗じて得た額）、有収水量及び使用料単価による

割落率を乗じて得た額が、供用開始後２５年まで

は０.４５、２６年から３０年までは０.０９の算入率に

より算入されている。

なお、平成２０年度においては、平成１７年度か

ら平成１９年度までの間に適用していた使用料単

価が全国平均以上の事業まで対象を拡大する経

過措置が廃止されている。

また、繰出基準の見直しに伴い、公共下水道

について、施設の供用開始年度を起点として定

めていた適用期間を、汚水処理の開始年度を起

点とするよう改められている。

オ　地域振興費

航空機燃料譲与税や事業者税見合いの財政需

要等を算入するものであり、人口や空港関係市

町村の世帯数等を用いて補正係数を算出するこ

ととしている。

なお「地域振興費（面積）」に適用されていた

投資補正係数Ⅰは、算定の簡素化の観点から廃

止されている。

⑦　事業費補正

事業費補正とは、公共事業の地方負担額や地方債

の元利償還金等を用いて、実際の投資的経費に係る

財政需要を交付税算定に反映させる補正である。

事業費補正については、基本方針２００５において

「基準財政需要額に対する地方債元利償還金の後年

度算入措置を各事業の性格に応じて見直す」とさ

れたことを踏まえ、これまで道府県分を中心に見

直しが進められてきたが、平成１９年度からは市町

村分の事業費補正の見直しに着手している。平成

２０年度においては、臨時高等学校整備事業債につ

いて、平成２０年度に同意又は許可を得て発行する

ものから事業費補正の適用を廃止することとされ

た（算定上の反映は平成２１年度から）。

個別費目別の改正点のうち、主なものは次のと

おりである。なお、算入率については第１３表に示

している。

ア　下水道費

平成１８年度に、下水道事業の資本費（元利償

還金）について、合流式と分流式に区分した上

で、雨水分に対する繰出基準を実態に見合った

水準に見直すとともに、新たに汚水公費分とし

て分流式の元利償還金に対して処理区域内人口

密度等に応じて繰出基準が設けられた。

これに伴い、既発債の元利償還金については、

見直し前の公費負担率と見直し後の公費負担率

の差について、下水道事業債（特別措置分）の

発行が認められることとされた。

なお、処理区域内人口密度が２５未満の区分に

あっては、見直し前の公費負担率と見直し後の

公費負担率に差がないが、見直し後の考え方に

よると算入率が０.０１引き下げられることとなる
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ので、既発債については、従来どおりの算入率

とされた。

イ　農業行政費

平成２０年度より、林野水産行政費の測定単位

が０となる団体については、臨時地方道整備事

業債（ふるさと林道分）、単独林道及びふるさと

一般林道整備事業に係る一般単独（一般）事業

債の元利償還金を、農業行政費の事業費補正に

より算入することとされた。

⑧　種別補正

種別補正は、測定単位のうちに種別があり、そ

の種別ごとに単位当たりの費用に差があるものに

ついて、その費用の差に応じて測定単位の補正を

行うものである。

ア　道路橋りょう費（面積）

国府県道に係る種別補正係数の区分が次のと

おり改正された。

イ　高等学校費

単位費用の改定等に伴い、教職員数を測定単

位とするもの及び生徒数を測定単位とするもの

について、種別補正係数が次のとおり改定され

た。
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ウ　公債費

公債費については、年次進行に伴う理論償還

額の変動を反映するよう各年度許可債の種別補

正係数が変更されている。なお、地方財政法第

３３条の９に規定する繰上償還（公的資金補償金

免除繰上償還）を行った場合は、借換債の発行

の有無にかかわらず、繰上償還前の償還表によ

り台帳を整備し、測定単位の数値を把握するこ

ととされた。

ｉ）補正予算債償還費

平成１０年度以前許可債については、大きな変

更はない。

平成１１年度以降許可債に係るものについては、

市場公募団体における平成１１年度許可債の理論

償還費を基礎として、種別補正係数が次のとお

り改定された。

なお、基準財政需要額には、平成１１年度及び

平成１２年度許可債に係る元利償還金については

８０％を算入し、平成１３年度以後の許可債に係る

元利償還金については、各々の年度当初におけ

る地方負担額に係る算入率に応じて算入するこ

ととされている。
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ｉｉ）地方税減収補てん債償還費

平成３年度許可債の市場公募団体の理論償還

費を基礎として、種別補正係数が次のとおり改

定された。

ｉｉｉ）臨時財政特例債償還費

昭和６３年度許可債の理論償還費を基礎として、

種別補正係数が次のとおりとされた。

ｉｖ）財源対策債償還費

平成６年度許可債の市場公募団体の償還費を

基礎として、種別補正係数が次のとおり改定さ

れた。
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ｖ）減税補てん債償還費

平成１０年度許可債の市場公募団体の償還費を

基礎として、種別補正係数が次のとおり改定さ

れた。

ｖｉ）臨時財政対策債償還費

平成１３年度許可債の市場公募団体の償還費を

基礎として、種別補正係数が次のとおり改定さ

れた。
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ｖｉｉ）包括算定経費（面積）

土地利用形態コスト差を反映するため、宅地

の面積を基礎として、平成１９年度より種別補正

が適用された。

（４）臨時財政対策債

臨時財政対策債の発行可能額は、昨年度と同様、

臨時財政対策債発行可能額を算定するための「単価」

を設けた上で、これに「各地方団体の人口」及び

「補正係数」を乗じることで算定されている。

平成２０年度においては、地方税の偏在是正による

財源を活用して「地方再生対策費」が創設されたが、

今年度はその是正効果が現れないため、臨時財政対

策債の発行により財源を確保しており、「地方再生対

策費」に係る発行額（３,７００億円）は、道府県の既

往の発行額に加算することとしたため、道府県分の

単価が引き上げられた。

なお、臨時財政対策債発行可能額の算出に用いる

補正係数については、今年度も平成１８年度及び平成

１９年度の臨時財政対策債発行可能額の算出に用いた

補正係数と同一の率とされた。

算式は、以下のとおりである。

算式＝Ａ×Ｂ×α×Ｃ

Ａ：人口

Ｂ：平成１８年度及び平成１９年度の補正係数と同

一の率

Ｃ：単価（７,６２４円）

α：総額に合わせ付けるための率（調整率）１.０００３１０５

２　基準財政収入額

基準財政収入額の算定については、平成２０年度地

方財政計画における収入見込額等を基礎として、地

方税法の改正等に伴う算定方法の改正並びに年次進

行に伴う基礎数値の置き換え等によって行われた。

また、本年は、年度当初から一ヶ月間、道路特定

財源の暫定税率が失効したため、本年度の基準財政

収入額の算定においては、この暫定税率失効に伴う

減収が反映されている。

算定方法の主な改正点は次のとおりである。

① 暫定税率失効期間中の地方団体の減収額（総

務省自治税務局調査：６５６億円（自動車取得税

１１７億円、軽油引取税４９３億円、地方道路譲与税

４６億円））の調査結果に基づき、自動車取得税

交付金及び軽油引取税交付金にあっては減収

額の７５％、地方道路譲与税にあっては減収額

の１００％をそれぞれ反映して算定を行うことと

された。

② 平成２０年度において、住宅借入金等特別税額

控除による個人住民税の減収を補てんするため

創設された減収補てん特例交付金について、基

準財政収入額に７５％算入することとされた。

（１）市町村民税所得割

市町村民税所得割の基準税額は、いわゆる一般所

得課税分、退職所得分離課税分及び分離譲渡所得課

税分にそれぞれ区分して算定することとされている。

一般所得課税分に係る理論納税義務者１人当たりの

単位税額については、１３２,５００円とされたところであ

る。昨年は１２９,４００円であったので２.４％（３,１００円）

の増となっている。

各市町村の補正率の基礎数値となる単位税額は、

前年度の課税状況調を基礎に算出することとされて

いるが、その実績は第１４表のとおりである。そして、

各市町村の単位税額補正率は、当該市町村の単位税

額をそれぞれ全国平均の単位税額（１２９,０４９円）で

除することにより算出される。

なお、税源移譲に伴う財政力格差が拡大しないよ

う、平成１９年度以降、当分の間の措置として、個人

住民税のうち所得税からの税源移譲に伴う影響額を
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基準財政収入額に１００％算入することとされた。具

体的には、税源移譲後の個人住民税所得割の収入見

込額の７５％相当額に、税源移譲に伴う影響額の２５％

相当額を加算した額とされている。

また、平成２０年度においては、税源移譲に伴う影

響額を算出するために必要となる税源移譲前対象税

額の算出方法について、平成１９年度課税状況調によ

り報告された課税標準額等に、税源移譲が行われる

前の税率（旧税率）を乗じることによって算出する

こととする見直しが行われた。

さらに、平成２０年度から住宅借入金等特別税額控

除見込額を算定に反映することとされた。

（２）市町村民税法人税割

市町村民税法人税割の推計基準税額の算定につい

ては、前年度（４月～３月）の調定実績に推計伸率

を乗じて算出する方法により算定されている。

この推計伸率は、平成１９年度地方財政計画におけ

る法人税割の収入見込額を基礎として各団体の税収

実績等を勘案し、大阪市にあっては１.１５、堺市にあ

っては１.１１、その他の市町村は１.０８とされた。

推計伸率及び精算方法の推移については第１５表の

とおりである。精算方法については、１９年度分は

１／３、１８年度分は当該未精算額の１／２、１７年

度分は当該未精算額の残り全額を精算することとさ

れた。

また、府内市町村の基準税額等については、第１６

表のとおりである。

なお、平成２０年１１月末現在の府内市町村の調定見

込額を見ると、ほとんどの市町村で企業収益が減少

していることから、前年比で１０.１％の減となってい

る。来年度の普通交付税の予算見積りに際しては、

地方財政計画のほか、大企業、その他地元企業の決

算の状況、今後の景気動向などを見極めつつ、また

精算額にも十分に配慮する必要がある。

94 自治大阪 ／ 2009 － 2

第１５表　法人税割推計伸率及び精算方法の推移

第１６表　市町村民税法人税割基準税額等

第１７表　利子割交付金基準税額等

 自治大阪2009.2月号  09.3.9 16:48  ページ 94



（３）固定資産税

固定資産税の基準税額は、土地、家屋及び償却資

産に係るものの合計額である。なお、固定資産税の

土地及び家屋の基準税額の算定に関して用いている

単位当たり平均価格については、概要調書報告書に

記載されるべき平成２０年度分の単位当たり平均価格

を用いることとされている。

（４）利子割交付金

前年度の交付実績額に乗ずる推計伸率は、地方財

政計画等を勘案して１.２１３とされた。

精算方法については、１９年度分は１／３、１８年

度分は当該未精算額の１／２、１７年度分は当該未精

算額の残り全額を精算することとされた。

また、府内の基準額等については第１７表のとおり

である。

（５）配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金

前年度の交付実績額に乗ずる推計伸率は、地方財

政計画等を勘案して配当割交付金が０.８０６、株式等

譲渡所得割交付金が１.０２８とされた。

地方分権改革については、平成２０年５月２８日に地方

分権改革推進委員会により、国と地方の役割分担を見

直し、基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大をうた

った「第１次勧告」が決定され、同年６月には、「第

１次勧告」を受けた「地方分権改革推進要綱（第１

次）」が制定された。さらには、平成２０年１２月８日に

同委員会より、国の義務付け・枠付けの見直しと国の

出先機関の見直し等について「第２次勧告」が決定さ

れた。

これらの勧告を踏まえ、今後、第３次勧告に向け

て、義務付け・枠付けの見直しや行政体制の整備の議

論とともに税財政改革が議論される予定であり、最終

的には第３次勧告がなされた後、政府・地方分権改革

推進本部により「地方分権改革推進計画」が策定され

る予定である。

また、昨年１２月には持続可能な社会保障構築に向け

た「中期プログラム」が閣議決定され、その中で税制

の抜本改革の基本的方向性が盛り込まれるなど、平成

２１年度は、今後の地方税財政制度を形づくる上で、大

事な年になりそうである。

平成２１年度の地方財政対策では、生活防衛のための

緊急対策として「地域雇用創出推進費（５,０００億円）」

が創設された。さらに、地方財政計画の歳入歳出の見

直しを通じた地方財源の充実として５,０００億円が計上

されたことにより、地方交付税は既定分とは別枠で１

兆円増額された。しかし、「地域雇用創出推進費」は

２年限りの措置であり、残りの５,０００億円も財源とし

て恒久的に保障されたわけではない。また、地方交付

税の原資である国税５税は、景気悪化の影響で大きく

減収する見込である。

この結果、出口ベースでは前年度比４,０００億円の増

にとどまっている。

さらに、「基本方針２００６」、「基本方針２００７」を踏ま

えた、「基本方針２００８」が閣議決定され、「歳出全般

にわたって、これまで行ってきた歳出改革の努力を決

して緩めることなく、国、地方を通じ、引き続き「基

本方針２００６」「基本方針２００７」に則り、最大限の削減

を行う。」との方針が示されたことも踏まえ、給与関

係経費・一般行政経費等の必要経費は減の見込みであ

る。

つまり、既定分としては前年度割れとなっている

上、「基本方針２００６」の考え方は維持されていること

から、今後交付税が反転をして増えていくというよう

なことを期待できる状況では決してない。これは、引

き続き歳出削減に努めていかなければならない状況に

変わりはないということを意味しており、今後は単に

歳出削減をするだけでなく、地方公共団体として住民

に提供すべきサービスとは何かを見つめ直し、事業の

選択と重点化を図る必要がある。

また、中長期的には現在の分権改革が進展し、国の

関与の縮減が進めば、包括算定経費の拡大も予定され

ている。こうした動き如何では、地方交付税を含め、

地方税財政制度は大きく変わっていくものと予想さ

れ、各市町村の事業選択や財政運営における判断は

益々重要性を増していると言えよう。

Ⅴ おわりに
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１　はじめに

平成２０年度の普通交付税の当初算定は、平成２０年

８月１５日に決定されたが、その後、平成２０年度限り

の措置として地方税等減収補てん臨時交付金が創設

されることになったことに伴い、普通交付税につい

ても再算定が行われ、平成２０年１０月２２日に決定され

た。

２　地方税等減収補てん臨時交付金

道路特定財源の暫定税率失効期間中（平成２０年４

月分）における地方公共団体の減収額については、

各地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう国

の責任において適切な財源措置を講ずるための「地

方税等減収補てん臨時交付金に関する法律」が１０月

１６日に成立し、１０月２２日に公布・施行され、普通交

付税の交付・不交付にかかわらず地方税等減収補て

ん臨時交付金が交付された。

○地方税等減収補てん臨時交付金６５６億円

都道府県分４９３億円　市区町村分１６３億円

（府内市町村　１５億６１百万円）

・自動車取得税減収補てん臨時交付金１１７億円

都道府県分３５億円　市区町村分８２億円

（府内市町村　５億６７百万円）

・軽油引取税減収補てん臨時交付金４９３億円

都道府県分４３４億円　政令指定都市分５９億円

（府内市町村　８億８６百万円）

・地方道路譲与税減収補てん臨時交付金４６億円

都道府県分２５億円　市区町村分２１億円

（府内市町村　１億９百万円）

３　普通交付税の再算定

地方税等減収補てん臨時交付金の創設に伴い、普

通交付税の基準財政収入額には、自動車取得税減収

補てん臨時交付金の７５％、軽油引取税減収補てん臨

時交付金の７５％、地方道路譲与税減収補てん臨時交

付金の１００％を算入することとされ、再算定を行う

こととされた。

４　再算定の結果

今回の再算定により、変更後の交付決定額は、道

府県分が８兆２１億円（対前年度０.７％減）、市町村分

が６兆４,７９５億円（対前年度４.０％増）となり、当初算

定額から道府県分は１２０億円減る一方で、市町村分は

１２０億円増えることとなった。なお、地方税等減収補

てん臨時交付金が基準財政収入額に算入されたこと

に伴い、調整率についても当初算定の０.００１６２０８９８

から０.０００４３８４９８に変更された。

府内市町村については、基準財政収入額は当初算

定から９億２０百万円増となったが、調整率が縮小し

たこともあり、変更後の交付決定額は１,７６６億８１百

万円（対前年度４.３％増）で当初算定から６億９５百

万円の増となっている。

平成２０年度普通交付税の再算定について
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